
JP 2016-134014 A 2016.7.25

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】手書き時の使い易さを向上し、かつ、文字認識
の対象となるストローク画像の入力精度を向上する電子
情報ボード装置、情報処理方法及びプログラムを提供す
る。
【解決手段】電子黒板は、表示画面の一部に指示体によ
る筆記軌跡の入力を可能とする筆記領域を表示するＯＣ
Ｒガイド生成部３３３と、筆記領域内を移動する指示体
の筆記座標を検知する座標検知部と、筆記座標に基づい
て、ストローク画像を生成して筆記領域内に表示する表
示合成部３６と、を備える。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面の筆記領域を移動する指示体の座標を検知する座標検知手段と、
　前記座標に基づいて、ストローク画像を生成して前記筆記領域に表示する画像描画手段
と、を備えることを特徴とする電子情報ボード装置。
【請求項２】
　前記筆記領域は、表示と非表示とを交互に繰り返すことを特徴とする請求項１に記載の
電子情報ボード装置。
【請求項３】
　前記画面に所定の間隔を置いた縦線及び横線をグリッドとして生成し、
　前記筆記領域は、前記グリッドの縦線及び横線に前記筆記領域が重なるように生成され
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の電子情報ボード装置。
【請求項４】
　前記筆記領域は、サイズが他のサイズに変更した場合でも、前記グリッドの縦線及び横
線に前記筆記領域が重なるように前記筆記領域を生成することを特徴とする請求項３に記
載の電子情報ボード装置。
【請求項５】
　前記グリッドは、縦線同士の間隔、及び横線同士の間隔が夫々に他の間隔に変更された
場合でも、前記ガイド生成手段は、前記グリッドの縦線及び横線に前記筆記領域が重なる
ように前記筆記領域を生成することを特徴とする請求項３に記載の電子情報ボード装置。
【請求項６】
　前記筆記領域内に筆記された筆記画像に基づいて、文字認識を行ってテキストデータを
出力する文字認識手段と、
　前記文字認識手段から取得したテキストデータを、前記筆記領域内に筆記された筆記画
像の略同一の位置、且つ前記筆記画像のレイヤとは異なるレイヤの画面に表示する表示合
成手段と、を備えることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の電子情報ボー
ド装置。
【請求項７】
　前記文字認識手段から取得したテキストデータを前記画面に表示した場合に、前記筆記
領域を削除し、前記筆記画像を削除することを特徴とする請求項６に記載の電子情報ボー
ド装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか１項に記載の電子情報ボード装置による情報処理方法であって
、
　表示画面の一部に指示体による筆記軌跡の入力を可能とする筆記領域を表示するガイド
生成ステップと、
　前記筆記領域内を移動する指示体の筆記座標を検知する座標検知ステップと、
　前記筆記座標に基づいて、ストローク画像を生成して前記筆記領域内に表示する画像描
画ステップと、を実行することを特徴とする情報処理方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の各ステップをプロセッサに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子情報ボード装置に筆記した文字や記号を文字認識する際に好適な入力補
助機能を提供する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、企業や教育機関、行政機関等における会議等において、ディスプレイに背景画像
を表示させ、この背景画像の上にユーザが文字や数字、図形等のストローク画像を描画可
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能な電子黒板が利用されている。
　このような電子黒板の一例として、特許文献１には、電子情報ボード装置で最前面に表
示されている常駐表示コンテンツ上に手書き入力を行ったときに、手書き入力内容と常駐
表示コンテンツの両方の視認性を落とすことなく表示可能とすることを目的とし、表示コ
ンテンツのサイズに基づいて、表示コンテンツを収容可能な空白領域を探索し、探索でき
なかった場合に、探索するサイズを縮小し、探索できるまでサイズの縮小を繰り返し、探
索できた空白領域に表示コンテンツを移動して表示するという技術が開示されている。
【０００３】
　ところで、従来の電子黒板にあっては、ユーザが表示画面上に手書きした文字や記号等
のストローク画像に対して、ＯＣＲ認識処理を用いて直接にテキスト化することができな
かった。
　このため、電子黒板に接続されているコンピュータ装置を利用し、コンピュータ装置に
搭載されているオペレーティングシステムＯＳの１つであるＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）
７に標準でサポートされているＯＣＲ機能を利用することが考えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、電子黒板は、ユーザが画面上に直接手書きしたストローク画像を編集、
保存、読み込みできることが大きな特徴であるため、電子黒板に接続されたタブレットＰ
Ｃに搭載されたタブレットＰＣ入力パネルを介してＯＣＲ入力することは、手間がかかり
、ユーザの使い易さが低下するといった問題があった。
　また、電子黒板上に文字や記号などを複数手書きした場合、それを筆記したユーザによ
って夫々の文字の大きさが不揃いであったり、文字列の方向が上方又は下方に向いていた
りする場合がある。このため、このような画像を文字認識すると認識精度が低下すること
が考えられる。
　そこで、電子黒板の画面上に手書きした文字や記号等のストローク画像を文字認識して
テキスト化する際に、手書き時の使い易さを向上することができ、且つ文字認識の対象と
なるストローク画像の入力精度を向上することができる補助機能の提供が切望されている
。
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、その目的は、手書き時の使い易さを向上する
ことができ、且つ文字認識の対象となるストローク画像の入力精度を向上することができ
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の発明は、上記課題を解決するため、画面の筆記領域を移動する指示体の
座標を検知する座標検知手段と、前記座標に基づいて、ストローク画像を生成して前記筆
記領域に表示する画像描画手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、手書き時の使い易さを向上することができ、且つ文字認識の対象とな
るストローク画像の入力精度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態の画像処理システムの全体構成図である。
【図２】電子黒板のハードウェア構成図である。
【図３】電子黒板の機能ブロック図である。
【図４】ファイル処理部の機能ブロック図である。
【図５】サーバ部及び送信制御部の機能ブロック図である。
【図６】ページデータを示す概念図である。
【図７】ストロークデータを示す概念図である。
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【図８】座標配列データを示す概念図である。
【図９】メディアデータを示す概念図である。
【図１０】遠隔ライセンス管理テーブルを示す概念図である。
【図１１】アドレス帳管理テーブルを示す概念図である。
【図１２】バックアップデータを示す概念図である。
【図１３】接続先管理テーブルを示す概念図である。
【図１４】参加拠点管理テーブルを示す概念図である。
【図１５】操作データを示す概念図である。
【図１６】各画像レイヤの構成図である。
【図１７】各電子黒板の処理を示したシーケンス図である。
【図１８】各電子黒板の処理を示したシーケンス図である。
【図１９】図３に示すストローク処理部とＵＩ画像生成部の詳細な構成を示す図である。
【図２０】ディスプレイ上に表示されたＵＩ画像の一例を示す図である。
【図２１】図２０に示すサイズ選択ボタンが押下されたときの画面例を示す図である。
【図２２】グリッド表示ボタンが押下されグリッドが表示されたことを示す図である。
【図２３】グリッド表示ボタンが押下されてなく、グリッドが非表示になっていることを
示す図である。
【図２４】筆記領域の変形例の一例を示す図である。
【図２５】ＯＣＲ処理が実行され、文字認識の結果を表すテキストデータが表示されてい
る様子を示す図である。
【図２６】図２０、図２１におけるＯＣＲ入力時においてグリッドも表示した一例を示す
図である。
【図２７】本発明の実施形態に係る電子情報ボード装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を図面に示した実施の形態により詳細に説明する。
　本発明は、手書き時の使い易さを向上することができ、且つ文字認識の精度を向上する
ために、以下の構成を有する。
　すなわち、本発明の電子情報ボード装置は、画面の筆記領域を移動する指示体の座標を
検知する座標検知手段と、前記座標に基づいて、ストローク画像を生成して前記筆記領域
に表示する画像描画手段と、を備えることを特徴とする。
　以上の構成を備えることにより、手書き時の使い易さを向上することができ、且つ文字
認識の対象となるストローク画像の入力精度を向上することができる。
　上記の本発明の特徴に関して、以下、図面を用いて詳細に説明する。
【０００９】
　＜システムの概要＞
　図１は、本実施形態の画像処理システムの全体構成図である。なお、図１では、説明を
簡略化するために、２台の電子黒板２ａ、２ｂ及びこれに付随する電子ペン４ａ、４ｂ等
を示しているだけであって、３台以上の電子黒板や電子ペン等を利用してもよい。
　図１に示されているように、画像処理システム１は、複数の電子黒板２ａ、２ｂ、複数
の電子ペン４ａ、４ｂ、ＵＳＢメモリ５ａ、５ｂ、ノートＰＣ（Personal Computer）６
ａ、６ｂ、テレビ（ビデオ）会議端末７ａ、７ｂ、及びＰＣ８を有する。また、電子黒板
２ａ、２ｂ、及びＰＣ８は、通信ネットワーク９を介して通信可能に接続されている。更
に、複数の電子黒板２ａ、２ｂには、それぞれディスプレイ３ａ、３ｂが設けられている
。
【００１０】
　また、電子黒板２ａには、電子ペン４ａによって生じたイベント（ディスプレイ３ａに
電子ペン４ａのペン先、又は、電子ペン４ａのペン尻のタッチ）による描画された画像を
、ディスプレイ３ａに表示させることができる。なお、電子ペン４ａだけでなく、ユーザ
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の手Ｈａ等によって生じたイベント（拡大、縮小、ページめくり等のジェスチャ）に基づ
いて、ディスプレイ３ａ上に表示されている画像を変更させることもできる。
【００１１】
　また、電子黒板２ａには、ＵＳＢメモリ５ａが接続可能であり、電子黒板２ａはＵＳＢ
メモリ５ａからＰＤＦ等の電子ファイルを読み出したり、電子黒板２ａはＵＳＢメモリ５
ａに電子ファイルを記録することができる。また、電子黒板２ａには、ＤｉｓｐｌａｙＰ
ｏｒｔ、ＤＶＩ（Digital Visual Interface）、ＨＤＭＩ（登録商標）（High-Definitio
n Multimedia Interface）及びＶＧＡ（Video Graphics Array）等の規格による通信が可
能なケーブル１０ａ１を介して、ノートＰＣ６ａが接続されている。そして、電子黒板２
ａは、ディスプレイ３ａに対する接触によってイベントを発生させ、このイベントを示す
イベント情報を、マウスやキーボード等の入力装置からのイベントと同様に、ノートＰＣ
６ａに送信する。同じく、電子黒板２ａには、上記規格による通信が可能なケーブル１０
ａ２を介して、テレビ（ビデオ）会議端末７ａが接続されている。なお、ノートＰＣ６ａ
、及びテレビ会議端末７ａは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の各種無線通信プロト
コルに準拠した無線通信により、電子黒板２ａと通信してもよい。
【００１２】
　一方、電子黒板２ｂが設置されている他の拠点では、上記と同様に、ディスプレイ３ｂ
を備えた電子黒板２ｂ、電子ペン４ｂ、ＵＳＢメモリ５ｂ、ノートＰＣ６ｂ、テレビ会議
端末７ｂ、ケーブル１０ｂ１、ケーブル１０ｂ２が利用される。更に、ユーザの手Ｈｂ等
によって生じたイベントに基づいて、ディスプレイ３ｂ上に表示されている画像を変更さ
せることもできる。
　これにより、一の拠点で電子黒板２ａのディスプレイ３ａ上に描画された画像は、他の
拠点で電子黒板２ｂのディスプレイ３ｂ上にも表示され、逆に他の拠点で電子黒板２ｂの
ディスプレイ３ｂ上に描画された画像は、一の拠点で電子黒板２ａのディスプレイ３ａ上
に表示される。このように、画像処理システム１では、遠隔地において同じ画像を共有す
る遠隔共有処理を行うことができるため、遠隔地での会議等に用いると、非常に便利であ
る。
【００１３】
　なお、以下では、複数の電子黒板のうち任意の電子黒板を示す場合には「電子黒板２」
と示す。複数のディスプレイのうち任意のディスプレイを示す場合には「ディスプレイ３
」と示す。複数の電子ペンのうち任意の電子ペンを示す場合には「電子ペン４」と示す。
複数のＵＳＢメモリのうち任意のＵＳＢメモリを示す場合には「ＵＳＢメモリ５」と示す
。複数のノートＰＣのうち任意のノートＰＣを示す場合には「ノードＰＣ６」と示す。複
数のテレビ会議端末のうち任意のテレビ会議端末を示す場合には「テレビ会議端末７」と
示す。また、複数のユーザの手のうち任意の手を示す場合には「手Ｈ」と示す。複数のケ
ーブルのうち任意のケーブルを示す場合には「ケーブル１０」と示す。
【００１４】
　また、本実施形態では、画像処理装置の一例として、電子黒板を説明するが、これに限
るものではなく、画像処理装置の他の例として、電子看板（デジタルサイネージ）、スポ
ーツや天気予報等で利用されるテレストレータ、又は、遠隔画像（映像）診断装置等であ
ってもよい。また、情報処理端末の一例として、ノートＰＣ６を説明するが、これに限る
ものではなく、情報処理端末の他の例として、デスクトップ型ＰＣやタブレット型ＰＣ、
ＰＤＡ、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、ゲーム機等の画像フレームを供給可能
な端末であってもよい。更に、通信ネットワークには、インターネット、ＬＡＮ（Local 
Area Network）、携帯電話通信網等が含まれる。また、本実施形態では、記録媒体の一例
として、ＵＳＢメモリを説明するが、これに限るものではなく、記録媒体の他の例として
、ＳＤカード等の各種記録メディアであってもよい。
【００１５】
　＜電子黒板のハードウェア構成＞
　続いて、図２を用いて、本実施形態の電子黒板のハードウェア構成を説明する。なお、
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図２は、電子黒板のハードウェア構成図である。
　図２に示されているように、電子黒板２は、電子黒板２全体の動作を制御するＣＰＵ１
０１、ＩＰＬ等のＣＰＵ１０１の駆動に用いられるプログラムを記憶したＲＯＭ１０２、
ＣＰＵ１０１のワークエリアとして使用されるＲＡＭ１０３、電子黒板２用のプログラム
等の各種データを記憶するＳＳＤ２０４、通信ネットワーク９との通信を制御するネット
ワークコントローラ１０５、及び、ＵＳＢメモリ５との通信を制御する外部記憶コントロ
ーラ１０６を備えている。
また、電子黒板２は、ノートＰＣ６のディスプレイに対して映像情報を静止画または動画
として表示させるキャプチャデバイス１１１、グラフィクスを専門に扱うＧＰＵ（Graphi
cs Processing Unit）１１２、及び、ＧＰＵからの出力画像をディスプレイ３やテレビ会
議端末７へ出力するために画面表示の制御及び管理を行うディスプレイコントローラ１０
５を備えている。
【００１６】
　更に、電子黒板２は、接触センサ１１５の処理を制御するセンサコントローラ１１４、
ディスプレイ３上に電子ペン４やユーザの手Ｈ等が接触したことを検知する接触センサ１
１５を備えている。この接触センサ１１５は、赤外線遮断方式による座標の入力及び座標
の検出を行う。この座標の入力及び座標の検出する方法は、ディスプレイ３の上側両端部
に設置された２つ受発光装置（不図示）が、ディスプレイ３に平行して複数の赤外線を放
射し、ディスプレイ３の周囲に設けられた反射部材によって反射されて、受光素子が放射
した光の光路と同一の光路上を戻って来る光を受光する方法である。接触センサ１１５は
、物体によって遮断された２つの受発光装置が放射した赤外線のＩＤ（Identification）
をセンサコントローラ１１４に出力し、センサコントローラ１１４が、物体の接触位置で
ある座標位置を特定する。なお、以下に示す全ての各ＩＤは、識別情報の一例である。
【００１７】
　また、接触センサ１１５としては、赤外線遮断方式に限らず、静電容量の変化を検知す
ることにより接触位置を特定する静電容量方式のタッチパネル、対向する２の抵抗膜の電
圧変化によって接触位置を特定する抵抗膜方式のタッチパネル、接触物体が表示部に接触
することによって生じる電磁誘導を検知して接触位置を特定する電磁誘導方式のタッチパ
ネルなどの種々の検出手段を用いてもよい。
　また、電子黒板２は、電子ペンコントローラ１１６を備えている。この電子ペンコント
ローラ１１６は、電子ペン４と通信することで、ディスプレイ３へのペン先のタッチやペ
ン尻のタッチの有無を判断する。なお、電子ペンコントローラ１１６が、電子ペン４のペ
ン先及びペン尻だけでなく、電子ペン４のユーザが握る部分や、その他の電子ペンの部分
のタッチの有無を判断するようにしてもよい。
【００１８】
　更に、電子黒板２は、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、ＳＳＤ１０４、ネ
ットワークコントローラ１０５、外部記憶コントローラ１０６、キャプチャデバイス１１
１、ＧＰＵ１１２、センサコントローラ１１４、及び電子ペンコントローラ１１６を、図
２に示されているように電気的に接続するためのアドレスバスやデータバス等のバスライ
ン１２０を備えている。
なお、電子黒板２用のプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータで読み取り可能な記
録媒体に記録して流通させるようにしてもよい。
【００１９】
　＜電子黒板の機能構成＞
　続いて、図３乃至図１６を用いて、電子黒板の機能構成について説明する。なお、先ず
は、図３を用いて、電子黒板２の全体的な機能構成について説明する。図３は、電子黒板
の機能ブロック図である。
電子黒板２は、図２に示されているハードウェア構成及びプログラムによって、図３にさ
れている各機能構成を有する。電子黒板２は、最初に遠隔共有処理を開始する「主催装置
」となり得ると共に、既に開始されている遠隔共有処理に後から参加する「参加装置」に
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もなり得る。
　また、電子黒板２は、大きく分けて、クライアント部２０及びサーバ部９０の両方によ
って構成されている。クライアント部２０及びサーバ部９０は、電子黒板２の１台の筐体
内で実現される機能である。そして、電子黒板２が主催装置となる場合には、この電子黒
板２では、クライアント部２０とサーバ部９０が実現される。
【００２０】
　また、電子黒板２が参加装置となる場合には、この電子黒板２では、クライアント部２
０は実現されるが、サーバ部９０は実現されない。即ち、図１において、電子黒板２ａが
主催装置で、電子黒板２ｂが参加装置となる場合、電子黒板２ａのクライアント部２０は
、同じ電子黒板２ａ内に実現されたサーバ部９０を介して、他の電子黒板２ｂのクライア
ント部２０と通信を行う。一方、電子黒板２ｂのクライアント部２０は、他の電子黒板２
ａ内に実現されたサーバ部９０を介して、他の電子黒板２ａのクライアント部と通信を行
う。
【００２１】
　〔クライアント部２０の機能構成〕
　続いて、主に図３乃至図５を用いて、クライアント部２０の機能構成について説明する
。クライアント部２０は、映像取得部２１、座標検知部２２、自動調整部２３、接触検知
部２４、イベント振分部２５、操作処理部２６、ジェスチャ処理部２７、映像重畳部２８
、画像処理部３０、及び通信制御部６０を有する。
　このうち、映像取得部２１は、ケーブル１０に接続された映像出力機器の出力映像を取
得する。映像取得部２１は、映像出力機器から画像信号を受信すると、この画像信号を解
析して、この画像信号によって形成される映像出力機器の表示画像である画像フレームの
解像度や、この画像フレームの更新頻度などの画像情報を導出し、画像取得部３１に出力
する。
　座標検知部２２は、ディスプレイ３上でユーザによって生じたイベント（ディスプレイ
３上にユーザの手Ｈがタッチされた動作等）の座標位置を検出する。また、座標検知部２
２は、タッチされた面積も検出する。
【００２２】
　自動調整部２３は、電子黒板２の起動時に起動され、接触センサ１１５が座標検知部２
２に適切な値を出力できるように、接触センサ１１５の光センサ方式におけるセンサーカ
メラの画像処理のパラメータを調整する。
　接触検知部２４は、ユーザによって生じたイベント（ディスプレイ３上に電子ペン４の
ペン先又は電子ペン３のペン尻が押下（タッチ）された動作等）を検出する。
　イベント振分部２５は、座標検知部２２によって検知されたイベントの座標位置と接触
検知部２４によって検出された検出結果を、ストローク描画、ＵＩ操作、及びジェスチャ
操作の各イベントに振り分ける。
【００２３】
　ここで、「ストローク描画」は、ディスプレイ３上に図１６に示されている後述のスト
ローク画像（Ｂ）が表示されている場合に、ユーザがディスプレイ３上で電子ペン４を押
下し、この押下した状態で電子ペン４を移動させ、最終的にディスプレイ３上から電子ペ
ン４を離すまでのイベントである。このストローク描画により、例えば、アルファベット
「Ｓ」や「Ｔ」等がディスプレイ３上に描画される。なお、この「ストローク描画」には
、画像を描画するだけでなく、既に描画された画像を削除したり、描画された画像を編集
するイベントも含まれる。
　「ＵＩ操作」は、ディスプレイ３上に図１６に示されている後述のＵＩ画像（Ａ）が表
示されている場合に、ユーザが電子ペン４又は手Ｈによって所定の位置を押下したイベン
トである。このＵＩ操作により、例えば、電子ペン４により描画される線の色や幅等が設
定される。
　「ジェスチャ操作」は、ディスプレイ３上に図１６に示されている後述のストローク画
像（Ｂ）が表示されている場合に、ユーザが手Ｈでディスプレイ３上をタッチしたり移動
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させるイベントである。このジェスチャ操作により、例えば、ユーザがディスプレイ３に
手Ｈをタッチさせた状態で手Ｈを移動させることで、画像の拡大（若しくは縮小）、表示
領域の変更、又は、ページ切り換え等を行うことができる。
【００２４】
　操作処理部２６は、イベント振分部２５によってＵＩ操作と判断されたものから、イベ
ントが発生されたＵＩの要素に従って、各種操作を実行する。このＵＩの要素としては、
例えば、ボタン、リスト、チェックボックス、テキストボックスが挙げられる。
　ジェスチャ処理部２７は、イベント振分部２５によってジェスチャ操作と判断されたも
のに対応した操作を実行する。
　映像重畳部２８は、後述の表示重畳部３６で重畳された画像を映像として映像出力機器
（ディスプレイ３等）に対して表示する。また、映像重畳部２８は、映像出力機器（ノー
トＰＣ６等）からの映像に対して、他の映像出力機器（テレビ会議端末７等）から送られ
て来た映像をピクチャ・イン・ピクチャする。更に、映像重畳部２８は、ピクチャ・イン
・ピクチャされてディスプレイ３の一部に表示された映像を、ディスプレイ３の全体に表
示させるための切り替えを行う。
　画像処理部３０は、図１６に示されているような各画像レイヤの重畳処理等を行う。こ
の画像処理部３０は、画像取得部３１、ストローク処理部３２、ＵＩ画像生成部３３、背
景生成部３４、レイアウト管理部３５、表示重畳部３６、ページ処理部３７、ファイル処
理部４０、ページデータ記憶部３００、及び遠隔ライセンス管理テーブル３１０を有して
いる。
【００２５】
　このうち、画像取得部３１は、映像取得部２１で取得された映像から、各フレームを画
像として取得する。画像取得部３１は、この画像のデータを、ページ処理部３７に出力す
る。この画像は、図１６に示されている映像出力機器（ノートＰＣ６等）からの出力画像
（Ｃ）に相当する。
　ストローク処理部３２は、イベント振分部２５によって割り振られたストローク描画に
係るイベントに基づいて、画像を描画したり、描画された画像を削除したり、描画された
画像を編集する。このストローク描画による画像は、図１６に示されているストローク画
像（Ｂ）に相当する。また、このストローク描画に基づいた画像の描画、削除、編集の各
結果は、後述の操作データとして、操作データ記憶部８４０に記憶される。
【００２６】
　ＵＩ画像生成部３３は、電子黒板２に予め設定されているＵＩ（ユーザインターフェー
ス）画像を生成する。このＵＩ画像は、図１６に示されているＵＩ画像（Ａ）に相当する
。
背景生成部３４は、ページ処理部３７がページデータ記憶部３００から読み出したページ
データのうちのメディアデータを、ページ処理部３７から受信する。背景生成部３４は、
この受信したメディアデータを表示重畳部３６に出力する。また、このメディアデータに
よる画像は、図１６に示されている背景画像（Ｄ）に相当する。背景画像（Ｄ）のパター
ンは、無地、グリッド表示等である。
　レイアウト管理部３５は、表示重畳部３６に対して、画像取得部３１、ストローク処理
部３２、及びＵＩ画像生成部３３（又は背景生成部３４）から出力された各画像のレイア
ウトを示すレイアウト情報を管理している。これにより、レイアウト管理部３５は、表示
重畳部３６に対して、出力画像（Ｃ）及びストローク画像（Ｂ）を、ＵＩ画像（Ａ）及び
背景画像（Ｄ）中のどの位置に表示させるか又は非表示にさせるかを指示することができ
る。
　表示重畳部３６は、レイアウト管理部３５から出力されたレイアウト情報に基づき、画
像取得部３１、ストローク処理部３２、及びＵＩ画像生成部３３（背景生成部３４）から
出力された各画像のレイアウトを行う。
【００２７】
　ページ処理部３７は、ストローク画像（Ｂ）のデータと出力画像（Ｃ）のデータを、１
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つのページデータにまとめてページデータ記憶部３００に記憶する。ストローク画像（Ｂ
）のデータは、図６に示されているストローク配列データＩＤで示されるストローク配列
データ（各ストロークデータ）として、ページデータの一部を成す。出力画像（Ｃ）のデ
ータは、図６に示されているメディアデータＩＤで示されているメディアデータとして、
ページデータの一部を成す。そして、このメディアデータは、ページデータ記憶部３００
から読み出されると、背景画像（Ｄ）のデータとして取り扱われる。
　また、ページ処理部３７は、一旦記憶されたページデータのうちのメディアデータを、
背景生成部３４を介して表示重畳部３６に送信することで、映像重畳部２８が背景画像（
Ｄ）をディスプレイ３に再表示させることができる。また、ページ処理部３７は、ページ
データのうちのストローク配列データ（各ストロークデータ）を、ストローク処理部３２
に戻すことで、ストロークの再編集ができる状態にすることができる。更に、ページ処理
部３７は、ページデータを削除したり複製することもできる。
【００２８】
　即ち、ページ処理部３７がページデータ記憶部３００にページデータを記憶する時点で
ディスプレイ３上に表示されている出力画像（Ｃ）のデータは、一旦、ページデータ記憶
部３００に記憶され、その後にページデータ記憶部３００から読み出される際には、背景
画像（Ｄ）を示すメディアデータとして読みされる。そして、ページ処理部３７は、ペー
ジデータ記憶部３００から読み出したページデータのうち、ストローク画像（Ｂ）を示す
ストローク配列データを、ストローク処理部３２に出力する。また、ページ処理部３７は
、ページデータ記憶部３００から読み出したページデータのうち、背景画像（Ｄ）を示す
メディアデータを、背景生成部３４に出力する。
【００２９】
　表示重畳部３６は、　画像取得部３１からの出力画像（Ｃ）、ストローク処理部３２か
らのストローク画像（Ｂ）、ＵＩ画像生成部３３からのＵＩ画像（Ａ）、及び、背景生成
部３４からの背景画像（Ｄ）を、レイアウト管理部３５によって指定されたレイアウトに
従って重畳する。これにより、図１６に示されているように、各画像が重なってもユーザ
が見える順に、ＵＩ画像（Ａ）、ストローク画像（Ｂ）、出力画像（Ｃ）、及び背景画像
（Ｄ）の各レイアの構成となっている。
　また、表示重畳部３６は、図１６に示されている画像（Ｃ）と画像（Ｄ）を切り替えて
、画像（Ａ）及び画像（Ｂ）に対して排他的に重畳することも可能である。例えば、当初
、画像（Ａ）、画像（Ｂ）及び画像（Ｃ）が表示されている状態で、電子黒板２と映像出
力機器（ノートＰＣ６等）との間のケーブル１０が抜かれた場合には、レイアウト管理部
３５の指定によって、画像（Ｃ）を重畳対象から外し、画像（Ｄ）を表示させることがで
きる。この場合に、また、表示重畳部３６は、表示の拡大、表示の縮小、表示領域の移動
処理も行う。
【００３０】
　ページデータ記憶部３００は、図６に示されているようなページデータを記憶する。図
６は、ページデータを示す概念図である。ページデータは、ディスプレイ３に表示される
１ページ分のデータ（ストローク配列データ（各ストロークデータ）及びメディアデータ
）である。なお、ページデータに含まれるパラメータの種類が多いため、ここでは、図６
乃至９に分けて、ページデータの内容を説明する。
　ページデータは、図６に示されているように、任意の１ページを識別するためのページ
データＩＤ、このページの表示を開始した時刻を示す開示時刻、ストロークやジェスチャ
等によるページの内容の書き換えが行われなくなった時刻を示す終了時刻、電子ペン４や
ユーザの手Ｈによるストロークによって生じたストローク配列データを識別するためのス
トローク配列データＩＤ、及びメディアデータを識別するためのメディアデータＩＤが関
連付けて記憶されている。ストローク配列データは、後述の図１６に示されているストロ
ーク画像（Ｂ）がディスプレイ３上に表示されるためのデータである。メディアデータは
、後述の１６に示されている背景画像（Ｄ）がディスプレイ３上に表示されるためのデー
タである。
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【００３１】
　このようなページデータにより、例えば、ユーザが電子ペン４によってアルファベット
「Ｓ」を描く場合は一筆書きとなるため、ストロークデータＩＤが１つで一文字のアルフ
ァベット［Ｓ］が示される。ところが、ユーザが電子ペン４によってアルファベット「Ｔ
」を描く場合、二筆書きとなるため、ストロークデータＩＤが２つで一文字のアルファベ
ット「Ｔ」が示されることになる。
　また、ストローク配列データは、図７に示されているように詳細な情報を示している。
図７は、ストローク配列データを示す概念図である。図７に示されているように、１つの
ストローク配列データは、複数のストロークデータによって表される。そして、１つのス
トロークデータは、このストロークデータを識別するためのストロークデータＩＤ、１つ
のストロークの書き始めの時刻を示す開始時刻、１つのストロークの書き終わりの時刻を
示す終了時刻、ストロークの色、ストロークの幅、及び、ストロークの通過点の配列を識
別するための座標配列データＩＤを示している。
【００３２】
　更に、この座標配列データは、図８に示されているように詳細な情報を示している。図
８は、座標配列データを示す概念図である。図８に示されているように、座標配列データ
は、ディスプレイ３上の１点（Ｘ座標値、Ｙ座標値）、この１点を通過したときのストロ
ークの開示時刻からの差分の時刻（ｍｓ）、及び、この１点における電子ペン４の筆圧の
各情報を示している。即ち、図８に示されている１点の集まりが、図７に示されている１
つの座標配列データで示されている。例えば、ユーザが電子ペン４によってアルファベッ
ト「Ｓ」を描く場合、一筆書きとなるが、「Ｓ」を描き終えるまでに、複数の通過点を通
過するため、座標配列データは、これら複数の通過点の情報を示している。
【００３３】
　また、図６に示されているページデータのうちのメディアデータは、図９に示されてい
るように詳細な情報を示している。図９は、メディアデータを示す概念図である。図９に
示されているように、メディアデータは、図６に示されているページデータにおけるメデ
ィアデータＩＤ、メディアデータのデータ種類、ページ処理部３７からページデータ記憶
部３００にページデータが記憶された記録時刻、ページデータによってディスプレイ３上
に表示される画像の位置（Ｘ座標値、Ｙ座標値）及び画像のサイズ（幅、高さ）、並びに
メディアデータの内容を示すデータが関連付けられて示されている。このうち、ページデ
ータによってディスプレイ３上に表示される画像の位置は、ディスプレイ３の左上端の座
標を（Ｘ座標値，Ｙ座標値）＝（０，０）とした場合に、ページデータによって表示され
る画像の左上端の位置を示している。
　また、図３に戻り、遠隔ライセンス管理テーブル３１０は、遠隔共有処理を実行するた
めに必要なライセンスデータを管理する。この遠隔ライセンス管理テーブル３１０では、
図１０に示されているように、電子黒板３のプロダクトＩＤ、認証に用いられるライセン
スＩＤ、及びライセンスの有効期限が関連付けて管理されている。
【００３４】
　（ファイル処理部４０の機能構成）
　続いて、図４を用いて、図３に示されているファイル処理部４０の機能構成を説明する
。なお、図４は、ファイル処理部の機能ブロック図である。
　ファイル処理部４０は、リカバリ部４１、ファイル入力部４２ａ、ファイル出力部４２
ｂ、ファイル変換部４３、ファイル送信部４４、アドレス帳入力部４５、バックアップ処
理部４６、バックアップ出力部４７、設定管理部４８、設定ファイル入力部４９ａ、及び
設定ファイル出力部４９ｂを有している。更に、ファイル処理部４０は、アドレス帳管理
テーブル４１０、バックアップデータ記憶部４２０、設定ファイル記憶部４３０、及び接
続先管理テーブル４４０を有している。
　このうち、リカバリ処理部４１は、電子黒板２が異常終了した後に、異常終了を検知し
、未保存のページデータを復旧する。例えば、正常終了の場合は、ページデータがＰＤＦ
ファイルとしてファイル処理部４０を介してＵＳＢ５に記録されるが、電源がダウンした
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等の異常終了の場合は、ページデータがページデータ記憶部３００に記録されたままにな
っている。そのため、再び、電源オンになった際に、リカバリ処理部４１は、ページデー
タ記憶部３００からページデータを読み出すことで復旧させる。
　ファイル入力部４２ａは、ＵＳＢメモリ５から、ＰＤＦファイルを読み込み、各ページ
をページデータとしてページデータ記憶部３００に記憶する。
【００３５】
　ファイル変換部４３は、ページデータ記憶部３００に記憶されているページデータを、
ＰＤＦ形式のファイルに変換する。
　ファイル出力部４２ｂは、ファイル変換部４２によって出力されたＰＤＦファイルをＵ
ＳＢメモリ５に記録する。
　ファイル送信部４４は、ファイル変換部４３によって生成されたＰＤＦファイルを、電
子メールに添付して送信する。このファイルの送信先は、表示重畳部３６によってディス
プレイ３上にアドレス帳管理テーブル４１０の内容を表示し、ファイル送信部４４がユー
ザによるタッチパネル等の入力装置の操作により、宛先の選択を受け付けることによって
決定される。アドレス帳管理テーブル４１０には、図１１に示されているように、宛先の
名前及び宛先の電子メールのメールアドレスが関連付けて管理されている。また、ファイ
ル送信部４４が、ユーザによるタッチパネル等の入力装置の操作により、宛先としてのメ
ールアドレスの入力を受け付けることもできる。
　アドレス帳入力部４５は、ＵＳＢメモリ５から電子メールアドレスの一覧ファイルを読
み込み、アドレス帳管理テーブル４１０に管理する。
【００３６】
　バックアップ処理部４６は、ファイル出力部４２ｂによって出力されたファイルや、フ
ァイル送信部４４によって送信されたファイルを、バックアップデータ記憶部４２０に記
憶することでバックアップする。なお、ユーザがバックアップ設定しない場合は、バック
アップの処理は行われない。バックアップデータは、図１２に示されているように、ＰＤ
Ｆ形式で記憶される。
　バックアップ出力部４７は、バックアップされたファイルをＵＳＢメモリ５に記憶する
。この記憶の際には、ユーザによるタッチパネル等の入力装置の操作により、セキュリテ
ィーのためにパスワードが入力される。
　設定管理部４８は、電子黒板２の各種設定情報を設定ファイル記憶部４３０に記憶した
り読み出したりして管理する。この各種設定情報としては、例えば、ネットワーク設定、
日付や時刻の設定、地域や言語の設定、メールサーバの設定、アドレス帳の設定、接続先
リストの設定、バックアップに関する設定が挙げられる。なお、ネットワーク設定は、例
えば、電子黒板２のＩＰアドレスの設定、ネットマスクの設定、デフォルトゲートウェイ
の設定、又はＤＮＳ（Domain Name System）の設定等である。
【００３７】
　設定ファイル出力部４９ｂは、電子黒板２の各種設定情報を、設定ファイルとしてＵＳ
Ｂメモリ５に記録させる。なお、設定ファイルはセキュリティーによって、ユーザは中身
を見ることができない。
　設定ファイル入力部４９ａは、ＵＳＢメモリ５に記憶されている設定ファイルを読み込
み、各種設定情報を電子黒板の各種設定に反映させる。
【００３８】
　アドレス帳入力部５０は、ＵＳＢメモリ５から遠隔共有処理の接続先ＩＰアドレスの一
覧ファイルを読み込み、接続先管理テーブル４４０に管理する。なお、図１３に示されて
いるように、接続先管理テーブル４４０は、電子黒板２が遠隔共有処理に参加しようとす
る参加装置である場合、この参加装置のユーザが主催装置としての役割を果たす電子黒板
のＩＰアドレスを入力する手間を削減するために、予め管理しておくためのテーブルであ
る。この接続先管理テーブル４４０では、参加されることが可能な主催装置としての電子
黒板２が設置されている拠点の名称、及び主催装置としての電子黒板２のＩＰアドレスが
関連付けて管理されている。
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なお、接続先管理テーブル４４０は、無くてもよい。但し、この場合には、参加装置のユ
ーザは、主催装置との間で遠隔要求処理の開始するために、タッチパネル等の入力装置に
よって、主催装置のＩＰアドレスを入力する必要がある。そのため、参加装置のユーザは
、電話や電子メール等によって、主催装置のユーザから、主催装置のＩＰアドレスを知得
する。
【００３９】
　（通信制御部６０の機能構成）
　次に、図５を用いて、通信制御部６０の機能構成について説明する。
　通信制御部６０は、通信ネットワーク９を介して、他の電子黒板２と行う通信や、サー
バ部９０における後述の通信制御部７０と行う通信を制御する。そのため、通信制御部６
０は、遠隔開始処理部６１、遠隔参加処理部６２、遠隔画像送信部６３、遠隔画像受信部
６４、遠隔操作送信部６３、遠隔操作受信部６６、及び参加拠点管理テーブル６１０を有
している。
　このうち、遠隔開始処理部６１は、同じ電子黒板２のサーバ部９０に対して、新たに遠
隔共有処理を開始する要求を行い、サーバ部９０から要求の結果を受信する。この場合、
遠隔開始処理部６１は、遠隔ライセンス管理テーブル３１０を参照し、ライセンス情報（
プロダクトＩＤ、ライセンスＩＤ、及び有効期限）が管理されている場合には、遠隔共有
処理を開始する要求を行うことができる。但し、ライセンス情報が管理されていない場合
には遠隔共有処理を開始する要求を行うことができない。
【００４０】
　参加拠点管理テーブル６１０は、電子黒板が主催装置である場合、現在、遠隔共有処理
に参加している参加装置としての電子黒板を管理するテーブルである。この参加拠点管理
テーブル６１０では、図１４に示されているように、参加中の電子黒板２が設置されてい
る拠点の名称及び当該電子黒板２のＩＰアドレスが関連付けて管理されている。
　遠隔参加処理部６２は、通信ネットワーク９を介して、既に遠隔共有処理を開始してい
る主催装置としての電子黒板２のサーバ部９０における遠隔接続要求受信部７１に対して
、遠隔共有処理への参加要求を行う。この場合も、遠隔参加処理部６２は、遠隔ライセン
ス管理テーブル３１０を参照する。また、遠隔参加処理部６２が、既に開始されている遠
隔共有処理に参加する場合には、接続先管理テーブル４４０を参照して、参加先の電子黒
板２のＩＰアドレスを取得する。なお、遠隔参加処理部６２によって接続先管理テーブル
が参照されず、ユーザによるタッチパネル等の入力装置の操作により参加先の電子黒板２
のＩＰアドレスが入力されてもよい。
　遠隔画像送信部６３は、映像取得部２１から画像取得部３１を介して送られて来た出力
画像（Ｃ）を、サーバ部９０に送信する。
【００４１】
　遠隔画像受信部６４は、サーバ部９０から、他の電子黒板２に接続された映像出力機器
からの画像データを受信し、表示重畳部３６に出力することで、遠隔共有処理を可能にす
る。
　遠隔操作送信部６５は、遠隔共有処理に必要な各種操作データをサーバ部９０に送信す
る。この各種操作データとしては、例えば、ストロークの追加、ストロークの削除、スト
ロークの編集（拡大、縮小、移動）、ページデータの記憶、ページデータの作成、ページ
データの複製、ページデータの削除、表示されているページの切り替え等に関するデータ
が挙げられる。また、遠隔操作受信部６６は、サーバ部９０から、他の電子黒板２で入力
された操作データを受信し、画像処理部３０に出力することで、遠隔共有処理を行う。
【００４２】
　〔サーバ部の機能構成〕
　続いて、図５を用いて、サーバ部９０の機能構成について説明する。サーバ部９０は、
各電子黒板２に設けられており、いずれの電子黒板２であっても、サーバ部としての役割
を果たすことができる。そのため、サーバ部９０は、通信制御部７０、及びデータ管理部
８０を有している。
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【００４３】
　（通信制御部７０の機能構成）
　次に、図５を用いて、通信制御部７０の機能構成について説明する。
　通信制御部７０は、同じ電子黒板２内のクライアント部２０における通信制御部７０、
及び通信ネットワーク９を介して他の電子黒板２内のクライアント部２０における通信制
御部７０との通信を制御する。データ管理部８０は、操作データや画像データ等を管理す
る。
　更に詳細に説明すると、通信制御部７０は、遠隔接続要求受信部７１、遠隔接続結果送
信部７２、遠隔画像受信部７３、遠隔画像送信部７４、遠隔操作受信部７５、及び遠隔操
作送信部７５を有している。
　このうち、遠隔接続要求受信部７１は、遠隔開始処理部６１からの遠隔共有処理の開始
要求を受信したり、遠隔参加処理部６２からの遠隔共有処理に対する参加要求を受信する
。遠隔接続結果送信部７２は、遠隔開始処理部６１へ遠隔共有処理の開始要求の結果を送
信したり、遠隔参加処理部６２へ遠隔共有処理に対する参加要求の結果を送信する。
【００４４】
　遠隔画像受信部７３は、遠隔画像送信部６３からの画像データ（出力画像（Ｃ）のデー
タ）を受信し、後述の遠隔画像処理部８２に送信する。遠隔画像送信部７４は、遠隔画像
処理部８２から画像データを受信し、遠隔画像受信部６４に対して、この画像データを送
信する。
　遠隔操作受信部７５は、遠隔操作送信部６５からの操作データ（ストローク画像（Ｂ）
等のデータ）を受信し、後述の遠隔操作処理部８３に送信する。遠隔操作送信部７６は、
遠隔操作処理部８３から操作データを受信し、遠隔操作受信部６６に対して、この操作デ
ータを送信する。
【００４５】
　（データ管理部の機能構成）
　次に、図５を用いて、データ管理部８０の機能構成について説明する。
　データ管理部８０は、遠隔接続処理部８１、遠隔画像処理部８２、遠隔操作処理部８３
、操作合成処理部８４、及びページ処理部８５を有している。更に、サーバ部９０は、パ
スコード管理部８１０、参加拠点管理テーブル８２０、画像データ記憶部８３０、操作デ
ータ記憶部８４０、及びページデータ記憶部８５０を有している。
　このうち、遠隔接続処理部８１は、遠隔共有処理の開始、及び遠隔共有処理の終了を行
う。また、遠隔接続処理部８１は、遠隔接続要求受信部７１が、遠隔開始処理部６１から
遠隔共有処理の開始要求と共に受信したライセンス情報、又は、遠隔参加処理部６２から
遠隔共有処理の参加要求と共に受信したライセンス情報に基づいて、ライセンスの有無や
ライセンスの期間内であるかを確認する。更に、遠隔接続処理部８１は、クライアント部
としての他の電子黒板２からの参加要求が予め定められた参加可能数を超えていないかを
確認する。
【００４６】
　更に、遠隔接続処理部８１は、他の電子黒板２から遠隔共有処理に対する参加要求があ
った際に送られて来たパスコードが、パスコード管理部８１０で管理されているパスコー
ドと同じであるか否かを判断し、同じである場合には、遠隔共有処理の参加を許可する。
なお、このパスコードは、新たに遠隔共有処理を開始する際に、遠隔接続処理部８１によ
って発行され、遠隔共有処理に参加しようとする参加装置としての電子黒板２のユーザが
、主催装置としての電子黒板２のユーザから、電話や電子メール等により伝えられる。こ
れにより、遠隔共有処理に参加しようとする参加装置のユーザが、タッチパネル等の入力
装置によって参加装置にパスコードを入力して参加要求することで、参加が許可されるこ
とになる。なお、セキュリティーよりもユーザの使い勝手を優先して、ライセンス状況の
確認だけで、パスコードの確認を省略してもよい。
【００４７】
　また、電子黒板２が主催装置の場合、遠隔接続処理部８１は、参加装置の遠隔参加処理
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部６２から通信ネットワーク９を介して送られて来た参加要求に含まれる参加拠点情報を
、サーバ部９０の参加拠点管理テーブル８２０に記憶する。そして、遠隔接続処理部８１
は、参加拠点管理テーブル８２０に記憶されている遠隔拠点情報を読み出し、遠隔接続結
果送信部７２に送信する。遠隔接続結果送信部７２は、同じ主催装置のクライアント部２
０における遠隔開始処理部６１に遠隔拠点情報を送信する。遠隔開始処理部６１は、参加
拠点管理テーブルに６１０に、遠隔拠点情報を記憶する。これにより、主催装置では、ク
ライアント部２０及びサーバ部９０の両方で、遠隔拠点情報を管理することになる。
【００４８】
　遠隔画像処理部８２は、遠隔共有処理中の各電子黒板２のクライアント部（主催装置で
ある自己の電子黒板のクライアント部を含む）に接続された映像出力機器（ノートＰＣ６
等）からの画像データ（出力画像（Ｃ））を受信して画像データ記憶部８３０に記憶する
と共に、主催装置である自己の電子黒板２のサーバ部９０に届いた時間順で遠隔共有処理
すべき画像データの表示順を判定する。また、遠隔画像処理部８２は、参加拠点管理テー
ブル８２０を参照し、遠隔共有処理に参加中の全ての電子黒板２のクライアント部２０（
主催装置である自己の電子黒板のクライアント部を含む）に、通信制御部７０（遠隔画像
送信部７４）を介して、上記判定した順番で画像データを送信する。
【００４９】
　遠隔操作処理部８３は、遠隔共有処理中の各電子黒板２のクライアント部（主催装置で
ある自己の電子黒板のクライアント部を含む）で描画されたストローク画像等の各種操作
データ（ストローク画像（Ｂ）等）を受信し、主催装置である自己の電子黒板２のサーバ
部９０に届いた時間順で遠隔共有処理すべき画像の表示順を判定する。なお、各種操作デ
ータは、上述の各種操作データと同じである。また、遠隔操作処理部８３は、参加拠点管
理テーブル８２０を参照し、遠隔共有処理中の全ての電子黒板２のクライアント部２０（
主催装置である自己の電子黒板のクライアント部を含む）に操作データを送信する。
【００５０】
　操作合成処理部８４は、遠隔操作処理部８３から出力された各電子黒板２の操作データ
を合成し、この合成結果としての操作データを、操作データ記憶部８４０に記憶するとと
もに遠隔操作処理部８３に戻す。
　この操作データは、遠隔操作送信部７６から、主催装置である電子黒板のクライアント
部、及び参加装置である電子黒板のクライアント部のそれぞれに送信されることで、各電
子黒板２で同じ操作データに係る画像が表示される。そのために、操作データは、図１５
に示されているように、ＥＱ（Ｓｅｑｕｅｎｃｅ）、操作データの操作名、操作データの
送信元である電子黒板２のＩＰアドレス及びクライアント部（サーバ部）のＰｏｒｔ　Ｎ
ｏ．、操作データの送信先である電子黒板２のＩＰアドレス及びクライアント部（サーバ
部）のＰｏｒｔ　Ｎｏ．、操作データの操作種類、操作データの操作対象、並びに操作デ
ータの内容を示すデータが関連付けられて示されている。
　例えば、ＳＥＱ１では、主催装置である電子黒板（ＩＰアドレス：１９２．０．０．１
）のクライアント部（Ｐｏｒｔ　Ｎｏ．：５０００１）でストロークが描画されると、同
じ主催装置である電子黒板（ＩＰアドレス：１９２．０．０．１）のサーバ部（Ｐｏｒｔ
　Ｎｏ．：５００００）に操作データが送られたことが示されている。
　この場合の操作種類は「ＳＴＲＯＫＥ」、操作対象はページデータＩＤ「ｐ００５」、
及び、操作データの内容を示すデータはストロークを示すデータである。また、ＳＥＱ２
では、主催装置である電子黒板（ＩＰアドレス：１９２．０．０．１）のサーバ部（Ｐｏ
ｒｔ　Ｎｏ．：５００００）から、参加装置である他の電子黒板（ＩＰアドレス：１９２
．０．０．１）のクライアント部（Ｐｏｒｔ　Ｎｏ．：５０００１）に、操作データが送
られたことが示されている。
【００５１】
　なお、操作合成処理部８４は、この操作合成処理部８４に操作データが入力された順に
合成を行うため、通信ネットワーク９が混雑していなければ、各電子黒板２のユーザによ
るストローク順に、遠隔共有処理中の全ての電子黒板２のディスプレイ３にストローク画
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像（Ｂ）が表示される。
ページ処理部８５は、クライアント部２０の画像処理部３０におけるページ処理部３７と
同様の機能を有し、サーバ部９０でも、図６乃至図８に示されているページデータを、ペ
ージデータ記憶部８５０に記憶する。なお、ページデータ記憶部８５０は、画像処理部３
０におけるページデータ記憶部３００と同じ内容であるため、その説明を省略する。
【００５２】
　＜実施形態の処理又は動作＞
続いて、図１７及び図１８を用いて、本実施形態の処理又は動作について説明する。なお
、図１７及び図１８は、各電子黒板の処理を示したシーケンス図である。
図１７及び図１８に示す実施形態では、電子黒板２ａが遠隔共有処理を主催する主催装置
（サーバ部及びクライアント部）としての役割を果たしており、電子黒板２ｂ、２ｃが遠
隔共有処理に参加する参加装置（クライアント部）としての役割を果たす場合について説
明する。また、ここでは、電子黒板２ａ、２ｂ、２ｃには、それぞれディスプレイ３ａ、
３ｂ、３ｃが接続され、更に、それぞれノートＰＣ６ａ、６ｂ、６ｃが接続されている。
また、電子黒板２ａ、２ｂ、２ｃでは、それぞれ電子ペン４ａ、４ｂ、４ｃが使用される
。
【００５３】
　（参加の処理）
　まずは、図１７を用いて、電子黒板２ｂ、２ｃが遠隔共有処理に参加するための処理に
ついて説明する。
　ユーザが電子黒板２ａの電源スイッチをオンにすると、電子黒板２ａのクライアント部
２０が起動する。そして、ユーザがタッチパネル等の入力装置によってサーバ部９０を起
動させる操作をすると、クライアント部２０の遠隔開始処理部６１から同じ電子黒板２ａ
のサーバ部９０における遠隔接続要求受信部７１に、サーバ部９０の処理を開始させる指
示を出力する。これにより、電子黒板２ａでは、クライアント部２０だけでなくサーバ部
９０も各種処理を開始可能となる（ステップＳ２１）。
【００５４】
　次に、電子黒板２ａのクライアント部２０におけるＵＩ画像生成部３３が電子黒板２ａ
との接続を確立するための接続情報を生成し、映像重畳部２８が、ＵＩ画像生成部２８か
ら表示重畳部３６を介して得た接続情報をディスプレイ３ａに表示させる（ステップＳ２
２）。この接続情報には、主催装置のＩＰアドレス、及び今回の遠隔共有処理のために生
成されたパスコードが含まれている。この場合、パスコード管理部８１０に記憶されてい
るパスコードは、図５に示されている遠隔接続処理部８１によって読み出され、遠隔接続
結果送信部７２、遠隔開始処理部６１の順に送信される。更に、パスコードは、遠隔開始
処理部６１を含む通信制御部６０から、図３に示されている画像処理部３０に送信され、
最終的にＵＩ画像生成部３３に入力される。これにより、接続情報には、パスコードが含
まれる。そして、接続情報は、電子黒板２ａのユーザによって、電話や電子メールにより
、電子黒板２ｂ、２ｃのユーザに伝えられる。なお、接続先管理テーブル４４０があれば
、接続情報には、主催装置のＩＰアドレスが含まれていなくても、参加装置は参加要求を
行うことができる。
【００５５】
　次に、電子黒板２ｂ、２ｃでは、各ユーザによるタッチパネル等の入力装置の操作によ
って接続情報の入力を受け付けると、各電子黒板２ａ、２ｂのクライアント部２０におけ
る遠隔参加処理部６２が、接続情報のＩＰアドレスに基づき、通信ネットワーク９を介し
て、電子黒板２ａのサーバ部９０における通信制御部７０に対してパスコードを送信して
参加要求を行う（ステップＳ２３、Ｓ２４）。これにより、通信制御部７０の遠隔接続要
求受信部７１は、各電子黒板２ｂ、２ｃから、参加要求（パスコードを含む）を受信し、
このパスコードを遠隔接続処理部８１に出力する。
　次に、遠隔接続処理部８１は、各電子黒板２ｂ、２ｃのから受信したパスコードに対し
、パスコード管理部８１０で管理されているパスコードを用いて認証する（ステップＳ２
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５）。そして、遠隔接続結果送信部７２が、各電子黒板２ｂ、２ｃのクライアント部２０
に認証結果を通知する（ステップＳ２６、Ｓ２７）。ステップＳ２５の認証により、各電
子黒板２ｂ、２ｃが正当な電子黒板であると判断されていた場合には、主催装置である電
子黒板２ａと、参加装置である電子黒板２ｂ、２ｃとの遠隔共有処理の通信が確立され、
各電子黒板２ｂ、２ｃのクライアント部２０における遠隔参加処理部６２が、それぞれ他
の電子黒板との間の遠隔共有処理の開始を可能にする（ステップＳ２８、Ｓ２９）。
【００５６】
　（出力画像の表示）
　続いて、図１７を用いて、遠隔共有処理における出力画像（Ｃ）が表示される処理につ
いて説明する。
　まず、電子黒板２ｂは、ディスプレイ３ｂに出力画像（Ｃ）を表示する（ステップＳ３
０）。具体的には、電子黒板２ｂの画像取得部３１が、ノートＰＣ６ｂから映像取得部２
１を介して、ノートＰＣ６ｂで表示されている出力画像（Ｃ）のデータを受信し、表示重
畳部３６及び映像重畳部２８を介してディスプレイ３ｂに送信することで、ディスプレイ
３ｂは出力画像（Ｃ）を表示する。
　次に、電子黒板２ｂの画像取得部３１を含む画像処理部３０が、遠隔画像送信部６３に
出力画像（Ｃ）のデータを送信することで、遠隔画像送信部６３を含む通信制御部６０が
通信ネットワーク９を介して、主催装置である電子黒板２ａの通信制御部７０に出力画像
（Ｃ）のデータを送信する（ステップＳ３１）。これにより、電子黒板２ａの遠隔画像受
信部７３は、出力画像（Ｃ）のデータを受信し、遠隔画像処理部８２に出力することで、
遠隔画像処理部８２が画像データ記憶部８３０に出力画像（Ｃ）のデータを記憶する。
【００５７】
　次に、主催装置である電子黒板２ａは、ディスプレイ３ａに出力画像（Ｃ）を表示する
（ステップＳ３２）。具体的には、電子黒板２ａの遠隔画像処理部８２は、遠隔画像受信
部７３から受信した出力画像（Ｃ）のデータを、遠隔画像送信部７４に出力する。遠隔画
像送信部７４は、同じ主催装置である電子黒板２ａのクライアント部２０における遠隔画
像受信部６４に、出力画像（Ｃ）のデータを出力する。遠隔画像受信部６４は、表示重畳
部３６に出力画像（Ｃ）のデータを出力する。表示重畳部３６は、映像重畳部２８に出力
画像（Ｃ）のデータを出力する。映像重畳部２８はディスプレイ３ａに出力画像（Ｃ）の
データを出力する。これにより、ディスプレイ３ａは、出力画像（Ｃ）を表示する。
次に、主催装置としての電子黒板２ａのサーバ部９０における遠隔画像送信部７４を含む
通信制御部７０は、通信ネットワーク９を介して、出力画像（Ｃ）のデータの送信元であ
る電子黒板２ｂ以外の電子黒板２ｃの通信制御部６０に出力画像（Ｃ）のデータを送信す
る（ステップＳ３３）。これにより、参加装置である電子黒板２ｃの遠隔画像受信部６４
は、出力画像（Ｃ）のデータを受信する。
【００５８】
　次に、電子黒板２ｃは、ディスプレイ３ｃに出力画像（Ｃ）を表示する（ステップＳ３
４）。具体的には、電子黒板２ｃの遠隔画像受信部６４が、上記ステップＳ３３によって
受信された出力画像（Ｃ）のデータを、電子黒板２ｃの表示重畳部３６に出力する。表示
重畳部３６は、映像重畳部２８に出力画像（Ｃ）のデータを出力する。映像重畳部２８は
ディスプレイ３ｃに出力画像（Ｃ）のデータを出力する。これにより、ディスプレイ３ｃ
は、出力画像（Ｃ）を表示する。
　なお、出力画像（Ｃ）のデータだけでなく、ＵＩ画像（Ａ）、及びストローク画像（Ｂ
）の各データが、表示合成部２８に入力されている場合には、表示重畳部３６により、重
畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ）が生成され、映像重畳部２８はディスプレイ３ｃに重畳画像（Ａ、
Ｂ、Ｃ）のデータを出力する。また、テレビ会議端末７から映像重畳部２８に、テレビ会
議用の映像（Ｅ）のデータが送られて来ている場合には、映像重畳部２８は、重畳画像（
Ａ、Ｂ、Ｃ）にピクチャ・イン・ピクチャによりテレビ会議用の映像（Ｅ）のデータを重
畳して、ディスプレイ３ｃに出力する。
【００５９】
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　（重畳画像の表示）
　続いて、図１８を用いて、遠隔共有処理における重畳画像が表示される処理について説
明する。
　まず、電子黒板２ｂは、ユーザが電子ペン４ｂを用いて電子黒板２ｂにストローク画像
（Ｂ）を描画する（ステップＳ４１）。
　次に、電子黒板２ｂの表示重畳部３６は、図１６に示されているように、ＵＩ画像（Ａ
）、及び出力画像（Ｃ）に対して、ストローク画像（Ｂ）を重畳し、映像重畳部２８が電
子黒板２ｂのディスプレイ３ｂ上に、重畳された重畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ）を表示させる（
ステップＳ４２）。具体的には、電子黒板２ｂのストローク処理部３２が座標検知部２１
及び接触検知部２４からイベント振分部２５を介して、操作データとしてのストローク画
像（Ｂ）のデータを受信し、表示重畳部３６に送信する。これにより、表示重畳部３６は
、ＵＩ画像（Ａ）、及び出力画像（Ｃ）に対して、ストローク画像（Ｂ）を重畳すること
ができ、映像重畳部２８が電子黒板２ｂのディスプレイ３ｂ上に重畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ）
を表示させることができる。
【００６０】
　次に、電子黒板２ｂのストローク処理部３２を含む画像処理部３０が、遠隔操作送信部
６５にストローク画像（Ｂ）のデータを送信することで、電子黒板２ｂの遠隔操作送信部
６５は、通信ネットワーク２を介して、主催装置である電子黒板２ａの通信制御部７０に
ストローク画像（Ｂ）のデータを送信する（ステップＳ４３）。これにより、電子黒板２
ａの遠隔操作受信部７５は、ストローク画像（Ｂ）のデータを受信し、遠隔操作処理部８
３に出力することで、遠隔操作処理部８３が操作合成処理部８４にストローク画像（Ｂ）
のデータを出力する。このようにして、電子黒板２ｂで描画されたストローク画像（Ｂ）
のデータは、描画される度に、主催装置である電子黒板２ａの遠隔操作処理部８３に順次
送信される。このストローク画像（Ｂ）のデータは、図７に示されているストロークデー
タＩＤ毎に示されるデータである。よって、例えば、上述したように、ユーザが電子ペン
４によってアルファベット「Ｔ」を描く場合は二筆書きとなるため、２つのストロークデ
ータＩＤのそれぞれで示されるストローク画像（Ｂ）のデータが順次送信される。
【００６１】
　次に、主催装置である電子黒板２ａは、ディスプレイ３ａに、電子黒板２ｂから送られ
て来たストローク画像（Ｂ）のデータが含まれた重畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ）を表示する（ス
テップＳ４４）。具体的には、電子黒板２ａの操作合成処理部８４は、遠隔操作処理部８
３を介して順次送られて来た複数のストローク画像（Ｂ）のデータを合成して、操作デー
タ記憶部８４０に記憶するとともに遠隔操作処理部８３に戻す。これにより、隔操作処理
部８３は、操作合成処理部８４から受信した、合成後のストローク画像（Ｂ）のデータを
、遠隔操作送信部７６に出力する。遠隔操作送信部７６は、同じ主催装置である電子黒板
２ａのクライアント部２０における遠隔操作受信部６６に、合成後のストローク画像（Ｂ
）のデータを出力する。遠隔操作受信部６６は、画像処理部３０における表示重畳部３６
に、合成後のストローク画像（Ｂ）のデータを出力する。よって、表示重畳部３６は、Ｕ
Ｉ画像（Ａ）、及び出力画像（Ｃ）に対して、合成後のストローク画像（Ｂ）を重畳する
。最後に、映像重畳部２８が、表示重畳部３６によって重畳された重畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ
）をディスプレイ３ａ上に表示させる。
【００６２】
　次に、主催装置としての電子黒板２ａのサーバ部９０における遠隔操作送信部７６を含
む通信制御部７０は、通信ネットワーク９を介して、ストローク画像（Ｂ）のデータの送
信元である電子黒板２ｂ以外の電子黒板２ｃの通信制御部６０に、合成後のストローク画
像（Ｂ）のデータを送信する（ステップＳ４５）。これにより、参加装置である電子黒板
２ｃの遠隔操作受信部６６は、合成後のストローク画像（Ｂ）のデータを受信する。
【００６３】
　次に、電子黒板２ｃは、ディスプレイ３ｃに重畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ）を表示する（ステ
ップＳ３４）。具体的には、電子黒板２ｃの遠隔操作受信部６６が、上記ステップＳ４５
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によって受信された合成後のストローク画像（Ｂ）のデータを、電子黒板２ｃの画像処理
部３０に出力する。画像処理部３０の表示重畳部３６は、ＵＩ画像（Ａ）、及び出力画像
（Ｃ）の各データと、合成後のストローク画像（Ｂ）のデータを重畳し、映像重畳部２８
に重畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ）のデータを出力する。映像重畳部２８は、ディスプレイ３ｃに
重畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ）のデータを出力する。これにより、ディスプレイ３ｃは、重畳画
像（Ａ、Ｂ、Ｃ）を表示する。
なお、上記処理では、ディスプレイ３上に出力画像（Ｃ）が表示されているが、この出力
画像（Ｃ）に代えて、背景画像（Ｄ）を表示してもよい。また、出力画像（Ｃ）と背景画
像（Ｄ）との排他的な関係をやめて、出力画像（Ｃ）と背景画像（Ｄ）との両方を同時に
ディスプレイ３上に表示させてもよい。
【００６４】
　（参加の終了）
　続いて、図１８を用いて、参加装置が遠隔共有処理への参加を終了する処理について説
明する。図１８に示す実施形態では、電子黒板２ｃが参加を終了する処理が示されている
。
　まず、電子黒板２ｃでは、ユーザによるタッチパネル等の入力装置の操作によって参加
の終了要求を受け付けると、遠隔参加処理部６２は、主催装置としての電子黒板２ａのサ
ーバ部９０における通信制御部７０に、参加の終了要求を行う（ステップＳ４７）。これ
により、通信制御部７０の遠隔接続要求受信部７１は、電子黒板２ｃから、参加の終了要
求を受信し、遠隔接続処理部８１に、電子黒板２ｃのＩＰアドレスとともに参加の終了要
求を出力する。そして、電子黒板２ａの遠隔接続処理部８１は、遠隔接続要求受信部７１
から送られて来たＩＰアドレスに基づいて、参加拠点管理テーブル８２０から、参加の終
了要求を行った電子黒板２ｃのＩＰアドレス及び電子黒板２ｃが設置されている拠点の名
称を削除し、遠隔接続結果送信部７２に、電子黒板２ｃのＩＰアドレス及び削除した旨の
通知を出力する。
【００６５】
　次に、遠隔接続結果送信部７２を含んだ通信制御部７０が、通信ネットワーク９を介し
て、電子黒板２ｃのクライアント部２０における通信制御部６０に、参加の終了を指示す
る（ステップＳ４８）。これにより、電子黒板２ｃにおける通信制御部６０の遠隔参加処
理部６２が、遠隔共有処理の通信を切断することで、参加の終了処理を行うことで、参加
が終了する（ステップＳ４９）。
【００６６】
　図１９は、図３に示すストローク処理部３２とＵＩ画像生成部３３の詳細な構成を示す
図である。
　図１９に示すストローク処理部３２は、ストロークＯＣＲ処理部３２２を備えている。
　上述したように、ストローク処理部３２は、イベント振分部２５によって割り振られた
ストローク描画に係るイベントに基づいて、画像を描画したり、描画された画像を削除し
たり、描画された画像を編集する。これに加えて、ストロークＯＣＲ処理部３２２は、イ
ベント振分部２５によって割り振られたストローク描画に係るイベントに基づいて、描画
された画像をＯＣＲ処理してテキストを出力する。
　ストロークＯＣＲ処理部３２２は、ＯＣＲ入力の認識精度を向上するため、ＯＣＲガイ
ド生成部３３３により画面内の一部に筆記領域（図２２）を表示させ、筆記領域内に手書
き入力された文字や記号を表す画像をテキスト化する。ストロークＯＣＲ処理部３２２は
、ＯＣＲのための手書き認識エンジンとして、例えばタブレットＰＣ入力パネルで使用さ
れているマイクロソフト社の手書き認識エンジン（Ｉｎｋ　ＡＰＩ）を使用すればよい。
【００６７】
　また、図１９に示すＵＩ画像生成部３３は、グリッド生成部３３２、ＯＣＲガイド生成
部３３３を備えている。
　上述したように、ＵＩ画像生成部３３は、電子黒板２に予め設定されているＵＩ（ユー
ザインターフェース）画像を生成する。このＵＩ画像は、図２０に示されているＵＩ画像
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（Ａ）に相当する。ＵＩ画像生成部３３は、電子黒板２ａとの接続を確立するための接続
情報を生成し、映像重畳部２８が、ＵＩ画像生成部３３から表示合成部３６を介して得た
接続情報をディスプレイ３ａに表示させる。
【００６８】
　グリッド生成部３３２は、予め設定されているサイズのグリッドを生成し、表示合成部
３６を介して得た接続情報をディスプレイ３ａに表示させる。グリッド生成部３３２は、
表示画面に所定の間隔を置いた縦線及び横線をグリッドとして生成して表示する。
　ＯＣＲガイド生成部３３３は、グリッドの縦線及び横線に筆記領域が重なるように筆記
領域を生成する。ＯＣＲガイド生成部３３３は、筆記領域のサイズを他のサイズに変更し
た場合でも、グリッドの縦線及び横線に筆記領域が重なるように筆記領域を生成する。Ｏ
ＣＲガイド生成部３３３は、ＯＣＲ入力時にユーザの入力操作を支援するために、表示画
面の一部に指示体による筆記軌跡の入力を可能とする筆記領域を生成し、表示合成部３６
を介して得た接続情報をディスプレイ３ａに表示させる。
【００６９】
　図２０は、ディスプレイ３上に表示されたＵＩ画像の一例を示す図である。
　図２０に示すツールバー２００内のツールボタン２０２を押下すると、ツールボックス
２０４がＵＩ画像（Ａ）として表示される。図２０に示すように、ツールボックス２０４
には、ＯＣＲ入力ボタン２１０、サイズ１選択ボタン２１１、サイズ２選択ボタン２１２
、サイズ３選択ボタン２１３、サイズ４選択ボタン２１４が表示されている。
【００７０】
　ＯＣＲ入力ボタン２１０が押下されると、ＯＣＲガイド生成部３３３により筆記領域が
生成され、画面上に外枠で囲まれた筆記領域２２０（図２２）が表示される。この筆記領
域２２０内に対して、ユーザのペン操作により筆記されると、この筆記に応じて文字や記
号を表すストローク画像がストローク画像（Ｂ）のレイヤに描画され、さらに、ペンアッ
プイベントがあってからＴ１秒経過してもペンダウンイベントがなかった場合には、スト
ロークＯＣＲ処理部３２２が筆記領域２２０内に手書きされた文字や記号を表すストロー
ク画像をテキスト化する。
　また、テキストのサイズは、サイズ１選択ボタン２１１、サイズ２選択ボタン２１２、
サイズ３選択ボタン２１３、もしくはサイズ４選択ボタン２１４を押下して選択する。図
２０ではサイズ２が選択されている。またＯＣＲ以外の入力モード（例えば、手書きモー
ド）が選択されると筆記領域２２０は非表示になる。
【００７１】
　図２１は、図２０に示すサイズ４選択ボタン２１４が押下されたときの画面例を示す図
である。図２０に示すグリッドのサイズ選択ボタンの内、サイズ１が最小でありサイズ４
が最大である。図２１ではテキストのサイズに応じて筆記領域も大きくなる。テキストに
対する筆記領域のサイズは固定値であり、各サイズを選択するボタンを押下する度にボタ
ンに対応するサイズで描画する。
　ＯＣＲ入力時に認識精度を上げるために筆記領域内に手書き入力をする必要がある。こ
のため、ＯＣＲ入力ボタン２１０を押下し、ＯＣＲガイド生成部３３３により筆記領域２
２０を表示する場合に、アニメーション付きで表示することで筆記領域２２０の存在をユ
ーザに意識させる。すなわち、ＯＣＲガイド生成部３３３は、筆記領域２２０の外周部を
表す外枠に対して、表示と非表示とを繰り返すようにすればよい。
　このように、筆記領域２２０の表示と非表示とを交互に繰り返すことで、ユーザが筆記
する際の意識を筆記領域２２０へ向けさせることができる。このため、手書き時の使い易
さを向上することができ、且つ後続する文字認識の対象となるストローク画像の入力精度
を向上することができる。
【００７２】
　図２２は、グリッド表示ボタン２２４が押下されグリッドが表示されたことを示す図で
ある。
　グリッド表示ボタン２２４を押下すると、グリッド生成部３３２により画面上にグリッ
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ド２２８（図２２）が生成され表示合成部３６から表示される。また、グリッド非表示ボ
タン２２６を押下すると、グリッド生成部３３２により、図２３に示すようにグリッドが
非表示になる。
　また、筆記ボタン２３０を押下すると、筆記領域２２０へ手書きストロークを入力でき
る状態になる。
【００７３】
　図２０において、ＯＣＲ入力ボタン２１０が押下されると、図２２に示すように、筆記
領域２２０とグリッドが同時に表示される。このとき、筆記領域２２０に対してグリッド
が交差すると、筆記領域２２０とグリッドと見難くなるため、ユーザが正確に筆記領域２
２０内に手書きストロークを入力できず、その結果、ＯＣＲの認識精度が低下する場合が
ある。
　図２４（ａ）（ｂ）は、筆記領域の変形例の一例を示す図である。
　筆記領域２２０、通常、図２４（ａ）に示すように等幅で表示されてもよい。一方、Ｏ
ＣＲ入力に用いる筆記領域は、入力領域の外縁線を示すものであるため、等幅で表示する
とは限らない。例えば、日本語や中国語においては、縦方向が長い筆記領域の方が容易に
入力できる場合がある。
【００７４】
　図２４（ｂ）に筆記領域２２０のサイズの縦横比を３：２にした場合の一例を示す。図
２４（ｂ）ではサイズ１が筆記領域の１単位（例えば、１文字分の筆記が可能な領域）と
すると、筆記領域２２０ａの縦幅が３、横幅が２の割合となる。筆記領域２２０ｂ（サイ
ズ２）、筆記領域２２０ｃ（サイズ３）、筆記領域２２０ｄ（サイズ４）では、それぞれ
サイズ１の２倍、３倍、４倍に設定する。筆記領域２２０ａ～２２０ｄは、長方形状の内
部領域を筆記領域としている。
　筆記領域２２０ａ～２２０ｄがグリッドの縦線及び横線に重なる（交差することなく）
ように配置され、筆記領域２２０の外周を示す枠部がグリッド線の太さよりも太く表示さ
れ、筆記領域２２０の内部領域に筆記することを促している。
　グリッド生成部３３２は、表示画面に所定の間隔を置いた縦線及び横線をグリッドとし
て生成して表示し、ガイド生成部３３２は、グリッドの縦線及び横線に筆記領域２２０が
重なるように筆記領域２２０を生成する。これにより、ユーザが筆記する際の意識を筆記
領域２２０内のグリッドへ向けさせることができる。このため、手書き時の使い易さを向
上することができ、且つ後続する文字認識の対象となるストローク画像の入力精度を向上
することができる。
　ＯＣＲガイド生成部３３３は、筆記領域２２０のサイズを他のサイズに変更した場合で
も、グリッドの縦線及び横線に筆記領域２２０が重なるように筆記領域２２０を生成する
ので、ユーザが筆記する際の意識を筆記領域２２０内のグリッドへ向けさせることができ
る。このため、手書き時の使い易さを向上することができ、且つ後続する文字認識の対象
となるストローク画像の入力精度を向上することができる。
【００７５】
　グリッド生成部３３２は、グリッドの縦線同士の間隔、及び横線同士の間隔が夫々に他
の間隔に変更された場合でも、ＯＣＲガイド生成部３３３は、グリッドの縦線及び横線に
筆記領域２２０が重なるように筆記領域２２０を生成することができる。これにより、グ
リッドの縦線同士の間隔、及び横線同士の間隔が夫々に他の間隔に変更されたことに関わ
りなく、ユーザが筆記する際の意識を筆記領域２２０内のグリッドへ向けさせることがで
きる。このため、手書き時の使い易さを向上することができ、且つ後続する文字認識の対
象となるストローク画像の入力精度を向上することができる。
　また、筆記領域２２０が長方形状の内部領域であるので、表示画面の縦方向及び横方向
に沿った筆記領域２２０となる。このため、手書き時の使い易さを向上することができ、
且つ後続する文字認識の対象となるストローク画像の入力精度を向上することができる。
【００７６】
　図２５は、筆記領域内に「本日の議題」という文字が筆記された後にＯＣＲ処理が実行
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され、文字認識の結果を表すテキストデータが表示されている様子を示す図である。
　図２６は、それぞれ図２０、図２１におけるＯＣＲ入力時においてグリッドも表示した
一例を示す図である。サイズ１とサイズ２の筆記領域の外縁線がそれぞれグリッドと交差
しないため、筆記領域とグリッドともに見やすく、その結果、ユーザが手書き入力を効率
的に行えるようになる。
　なお、図示しないが、上述した規則で筆記領域とグリッドを表示することで、サイズ２
とサイズ３でも筆記領域がグリッドと重なるように表示することができる。
【００７７】
　図２７は、本発明の実施形態に係る電子情報ボード装置の動作を示すフローチャートで
ある。
　まず、ステップＳ５では、イベント振分部２５は、ＯＣＲ入力ボタン２１０が押下され
たか否かを判断する。ＯＣＲ入力ボタンが押下された場合にはステップＳ１０に進む。
　次いで、ステップＳ１０では、ＯＣＲガイド生成部３３３は、筆記領域２２０を間欠的
に表示する間欠表示モードに設定する。これにより、ＯＣＲガイド生成部３３３は、筆記
領域２２０の表示と非表示とを交互に繰り返す。
　次いで、ステップＳ１５では、イベント振分部２５はグリッド表示ボタン２２４が押下
されたか否かを判断する。グリッド表示ボタン２２４が押下された場合にはステップＳ２
０に進む。一方、グリッド表示ボタン２２４が押下されていない場合にはステップＳ３０
に進む。
【００７８】
　ステップＳ２０では、サイズ選択ボタンに応じたサイズのグリッドを表示する
　次いで、ステップＳ２５では、イベント振分部２５は、サイズ選択ボタンが押下された
か否かを判断する。サイズ選択ボタンが押下された場合にはステップＳ２０に戻る。一方
、サイズ選択ボタンが押下されていない場合にはステップＳ３０に進む。
【００７９】
　ステップＳ３０では、座標検知部２２及び接触検知部２４からイベント振分部２５を介
して、操作データとしての筆記座標を検知する。この際、ユーザが電子ペン４ｂを用いて
電子黒板２ｂにストローク画像（Ｂ）を描画する。
　ステップＳ３５では、筆記座標に基づいて、筆記画像を生成して筆記領域内のストロー
ク画像（Ｂ）のレイヤに表示する。すなわち、表示合成部３６は、図１６に示すように、
ＵＩ画像（Ａ）、及び出力画像（Ｃ）に対して、ストローク画像（Ｂ）を重畳し、映像重
畳部２８が電子黒板２のディスプレイ３上に、重畳された重畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ）を表示
させる。具体的には、電子黒板２のストローク処理部３２が座標検知部２１及び接触検知
部２４からイベント振分部２５を介して、操作データとしてのストローク画像（Ｂ）のデ
ータを受信し、表示合成部３６に送信する。これにより、表示合成部３６は、ＵＩ画像（
Ａ）、及び出力画像（Ｃ）に対して、ストローク画像（Ｂ）を重畳することができ、映像
重畳部２８が電子黒板２のディスプレイ３上に重畳画像（Ａ、Ｂ、Ｃ）を表示させること
ができる。
　このように、表示画面の一部に指示体による筆記軌跡の入力を可能とする筆記領域２２
０を表示しておき、筆記領域２２０内を移動する指示体の筆記座標を検知し、筆記座標に
基づいて、ストローク画像を生成して筆記領域２２０内に表示する。これにより、手書き
時の使い易さを向上することができ、且つ後続する文字認識の対象となるストローク画像
の入力精度を向上することができる。
【００８０】
　次いで、ステップＳ４０では、ストロークＯＣＲ処理部３２２は、イベント処理部２５
から取得したイベントにペンアップイベントがあってからＴ１秒経過してもペンダウンイ
ベントがない状態か否かを判断する。ペンアップイベントがあってからＴ１秒経過する以
前にペンダウンイベントがあった場合にはステップＳ３０に戻り、上述した処理を繰り返
す。なお、Ｔ１秒については、実験的に求めた値を最適値としてデフォルト値に設定して
おき、ユーザの必要に応じて変更できるようにしてもよい。
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　一方、ペンアップイベントがあってからＴ１秒経過してもペンダウンイベントがなかっ
た場合にはステップＳ４５に進む。
【００８１】
　ステップＳ４５では、ストロークＯＣＲ処理部３２２は、筆記領域２２０内に描画され
たストローク画像（Ｂ）に対して文字認識を行ってテキストデータを表示合成部３６に出
力する。
　ステップＳ５０では、表示合成部３６は、テキストデータをテキストデータに対応した
キャラクタ画像に変換し、キャラクタ画像を筆記領域２２０内に筆記された筆記画像と略
同一の位置、且つストローク画像（Ｂ）のレイヤとは異なる出力画像（Ｃ）のレイヤの表
示画面に表示する。
　ステップＳ５５では、表示合成部３６は、表示画面のＵＩ画像（Ａ）のレイヤに表示さ
れている筆記領域２２０、ストローク画像（Ｂ）のレイヤに表示されている筆記画像を削
除する。
　このように、筆記領域２２０内に筆記された筆記画像に基づいて、文字認識を行ってテ
キストデータを出力し、このテキストデータを、筆記領域２２０内に筆記された筆記画像
の略同一の位置、且つ筆記画像のレイヤとは異なるレイヤの表示画面に表示することで、
筆記画像の略同一の位置に文字認識結果であるテキストデータの表示位置を合わせること
ができ、テキストデータに表示精度を向上することができる。
　このように、テキストデータを表示画面に表示した場合に、表示画面に表示されている
筆記領域２２０を削除し、且つ表示画面に表示されている筆記画像を削除するので、削除
された筆記領域２２０内の位置にテキストデータのみが表示さ、手書き時の使い易さを向
上することができる。
【００８２】
　以上のように、ＯＣＲ入力時に筆記領域を表示する場合に、筆記領域の外縁線の表示、
非表示を交互に繰り返すアニメーション表示を行うことで、ユーザに筆記領域を意識付け
ることができ、手書きストロークを筆記領域内に書き込むことを促進できるので、その結
果、手書きストロークをテキスト化した際の認識精度を向上することができる。
　筆記領域のサイズを変更した場合でも、筆記領域の外縁線とグリッドとが重なるように
縦横サイズを定めることで、筆記領域の外縁線とグリッドとの視認性が向上し、その結果
、手書きストローク画像をテキスト化する際の認識精度と手書き時の使い易さを向上する
ことができる。
【００８３】
＜本発明の実施態様例の構成、作用、効果＞
＜第１態様＞
　本態様の電子黒板２（電子情報ボード装置）は、画面の筆記領域を移動する指示体の筆
記座標を検知する座標検知部２２（座標検知手段）と、筆記座標に基づいて、ストローク
画像を生成して筆記領域２２０内に表示する表示合成部３６（画像描画手段）と、を備え
ることを特徴とする。
　本態様によれば、表示画面の一部に指示体による筆記軌跡の入力を可能とする筆記領域
２２０を表示しておき、筆記領域２２０内を移動する指示体の筆記座標を検知し、筆記座
標に基づいて、ストローク画像を生成して筆記領域２２０内に表示する。これにより、手
書き時の使い易さを向上することができ、且つ後続する文字認識の対象となるストローク
画像の入力精度を向上することができる。
【００８４】
＜第２態様＞
　本態様の筆記領域２２０は、表示と非表示とを交互に繰り返すことを特徴とする。
　本態様によれば、筆記領域２２０が表示と非表示とを交互に繰り返すことで、ユーザが
筆記する際の意識を筆記領域２２０へ向けさせることができる。このため、手書き時の使
い易さを向上することができ、且つ後続する文字認識の対象となるストローク画像の入力
精度を向上することができる。
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【００８５】
＜第３態様＞
　本態様の電子黒板２（電子情報ボード装置）は、表示画面に所定の間隔を置いた縦線及
び横線をグリッドとして生成し、筆記領域２２０は、グリッドの縦線及び横線に筆記領域
２２０が重なるように生成されることを特徴とする。
　本態様によれば、表示画面に所定の間隔を置いた縦線及び横線をグリッドとして生成し
、筆記領域２２０は、グリッドの縦線及び横線に筆記領域２２０が重なるように生成され
ることで、ユーザが筆記する際の意識を筆記領域２２０内のグリッドへ向けさせることが
できる。このため、手書き時の使い易さを向上することができ、且つ後続する文字認識の
対象となるストローク画像の入力精度を向上することができる。
【００８６】
＜第４態様＞
　本態様の筆記領域２２０は、サイズが他のサイズに変更した場合でも、グリッドの縦線
及び横線に筆記領域２２０が重なるように筆記領域２２０を生成することを特徴とする。
　本態様によれば、筆記領域２２０は、サイズが他のサイズに変更した場合でも、グリッ
ドの縦線及び横線に筆記領域２２０が重なるように筆記領域２２０を生成することで、ユ
ーザが筆記する際の意識を筆記領域２２０内のグリッドへ向けさせることができる。この
ため、手書き時の使い易さを向上することができ、且つ後続する文字認識の対象となるス
トローク画像の入力精度を向上することができる。
【００８７】
＜第５態様＞
　本態様のグリッドは、縦線同士の間隔、及び横線同士の間隔が夫々に他の間隔に変更さ
れた場合でも、ＯＣＲガイド生成部３３３（ガイド生成手段）は、グリッドの縦線及び横
線に筆記領域２２０が重なるように筆記領域２２０を生成することを特徴とする。
　本態様によれば、グリッドの縦線同士の間隔、及び横線同士の間隔が夫々に他の間隔に
変更された場合でも、グリッドの縦線及び横線に筆記領域２２０が重なるように筆記領域
２２０を生成することで、
グリッドの縦線同士の間隔、及び横線同士の間隔が夫々に他の間隔に変更されたことに関
わりなく、ユーザが筆記する際の意識を筆記領域２２０内のグリッドへ向けさせることが
できる。このため、手書き時の使い易さを向上することができ、且つ後続する文字認識の
対象となるストローク画像の入力精度を向上することができる。
【００８８】
＜第６態様＞
　本態様の電子黒板２（電子情報ボード装置）は、筆記領域２２０内に筆記された筆記画
像に基づいて、文字認識を行ってテキストデータを出力するストロークＯＣＲ処理部３２
２（文字認識手段）と、ストロークＯＣＲ処理部３２２から取得したテキストデータを、
筆記領域２２０内に筆記された筆記画像の略同一の位置、且つ筆記画像のレイヤとは異な
るレイヤの表示画面に表示する表示合成部３６（表示合成手段）と、を備えることを特徴
とする。
　本態様によれば、筆記領域２２０内に筆記された筆記画像に基づいて、文字認識を行っ
てテキストデータを出力し、このテキストデータを、筆記領域２２０内に筆記された筆記
画像の略同一の位置、且つ筆記画像のレイヤとは異なるレイヤの表示画面に表示すること
で、筆記画像の略同一の位置に文字認識結果であるテキストデータの表示位置を合わせる
ことができ、テキストデータに表示精度を向上することができる。
【００８９】
＜第７態様＞
　本態様の電子黒板２（電子情報ボード装置）は、ストロークＯＣＲ処理部３２２（文字
認識手段）から取得したテキストデータを表示画面に表示した場合に、筆記領域２２０を
削除し、筆記画像を削除することを特徴とする。
　本態様によれば、テキストデータを表示画面に表示した場合に、筆記領域２２０を削除
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し、筆記画像を削除するので、削除された筆記領域２２０内の位置にテキストデータのみ
が表示さ、手書き時の使い易さを向上することができる。
【００９０】
＜第８態様＞
　本態様の第１態様乃至第７態様の何れか１つに記載の電子黒板２（電子情報ボード装置
）による情報処理方法であって、表示画面の一部に指示体による筆記軌跡の入力を可能と
する筆記領域２２０を表示するガイド生成ステップ（Ｓ１０）と、筆記領域２２０内を移
動する指示体の筆記座標を検知する座標検知ステップ（Ｓ３０）と、筆記座標に基づいて
、ストローク画像を生成して筆記領域２２０内に表示する画像描画ステップ（Ｓ３５）と
、を実行することを特徴とする。
　本態様によれば、表示画面の一部に指示体による筆記軌跡の入力を可能とする筆記領域
２２０を表示しておき、筆記領域２２０内を移動する指示体の筆記座標を検知し、筆記座
標に基づいて、ストローク画像を生成して筆記領域２２０内に表示することで、手書き時
の使い易さを向上することができ、且つ後続する文字認識の対象となるストローク画像の
入力精度を向上することができる。
【００９１】
＜第９態様＞
　本態様の第８態様記載の各ステップをプロセッサに実行させることを特徴とする。
　本態様によれば、各ステップをプロセッサに実行させることができる。
【符号の説明】
【００９２】
　２…電子黒板、３…ディスプレイ、２１…座標検知部、２４…接触検知部２５…イベン
ト振分部、２８…映像重畳部、３２…ストローク処理部、３３…ＵＩ画像生成部、３６…
表示合成部、２００…ツールバー、２０２…ツールボタン、２０４…ツールボックス、２
１０…ＯＣＲ入力ボタン、２１１…サイズ１選択ボタン、２１２…サイズ２選択ボタン、
２１３…サイズ３選択ボタン、２１４…サイズ４選択ボタン、２２０…筆記領域、２２４
…グリッド表示ボタン、２２６…グリッド非表示ボタン、２２８…グリッド、２３０…筆
記ボタン、３２２…ストロークＯＣＲ処理部、３３３…ＯＣＲガイド生成部、３３２…グ
リッド生成部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９３】
【特許文献１】特許第５６２５６１５号
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